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3) 特別⽀援教育への介⼊経緯と活動内容

ー 52 ー

筆者が担当する外来小児症例は，北海道立養護学校，
札幌市養護学校の生徒が多いが，普通校でも特別支援
学級，あるいは普通級に通う軽症の脳性麻痺や脊髄損
傷の児もいる。以前，外来の小学生の児に「先生，レ
インボーピック，見に来て！」と言われたことがあっ
た。レインボーピックとは，札幌市特別支援教育研究
連絡協議会が主催する，札幌市内の特別支援学級設置
校の，言わば，合同運動会である。このイベントは
1976 年から行われており，歴史のある大会だが，詳
しいところは自己で調べても解らなかった。前述の札
幌市教育委員会との取り組みの打ち合わせで，レイン
ボーピックでの理学療法的支援も提案した。幸い，障
がい者スポーツ指導員でもあったことも功を奏し，実
行委員会に呼んで頂く機会を得た。

レインボーピック 2018 は開催直前に発生した，北
海道胆振東部地震のために中止。1 年越しで開催と
なったレインボーピック 2019 は 9 月上旬に中学生の
部（参加生徒数，約 800 名），下旬に小学生の部（参
加生徒数，約 1200 名）が行われ，両大会に，救護室
配置で担当することが出来た。救護室担当は選出され
た保健の先生 2 名，そして筆者の 3 名配置であった。
中学生は転倒などの外傷が多く，担架をもって走っ
たり，RICE 処置や，競技復帰のためのテーピングな
ど，多様な対応を求められた。また，小学生の部は，
脱水や低血糖，緊張による嘔吐や，便秘による腹痛な
ど，更に多彩な対応を求められた。小学生も中学生も，
ASD や ADHD の児，脳性麻痺や各種遺伝子疾患のあ
る児もおり，持病や病態も確認する必要があり，終わっ
てみれば，さながら「野戦病院」の様相を呈していた。
幸い，重篤な怪我等もなく，無事，大会を終える事が
できた。（図 9，10，11，12，13）

レインボーピック 2021 は，コロナ禍で中止になっ
た。自分の外来の児達も残念がっていた。彼等，彼女
等にも引き続き頑張って欲しいし，自分もそんな児達，
そんなイベントを，引き続きサポートしていきたい。

運動器検診や生活指導，運動指導については，札幌
市教育委員会から札幌市整形外科医会と北海道理学療
法士会札幌支部に依頼を頂き，活動した。生活指導パ
ンフレット作成については，整形外科医と理学療法士
で作成しているが，運動指導は理学療法士主体で作成
した。活動はボランティア（無償）だが，特別講演の
際のみ，札幌市の規定に沿った講師謝金を頂いている。

　札幌市幼稚園・小学校・中学校・高等学校の養護教
諭を通じ，市内全校園生徒・園児が活動対象である。
「せすじをピンと！」生活指導，運動指導については，
札幌市教育委員会から札幌市整形外科医会と北海道理
学療法士会札幌支部に依頼を頂き，生活指導，運動指
導ともに理学療法士主体で作成した。活動はボラン
ティア（無償）で，札幌市小学校・中学校・高等学校
の養護教諭を通じ，市内全校生徒が活動対象である。
札幌市特別支援学級体育大会（レインボーピック）は，
札幌市教育委員会，ならびに札幌市特別支援教育研究
連絡協議会から，札幌渓仁会リハビリテーション病院
リハビリテーション部長佐藤宛に依頼頂き，活動した。
大会当日，佐藤は理学療法士，障がい者スポーツ指導
員，救急対応（AHA-BLS，日赤 -BLS，日本救急医学
会 ICLS）として，救護室配置となった。救護担当は，
養護教諭２名と自分との３名で活動。その他，競技場
内に医師や看護師などの配置は無く，医療職は理学療
法士の自分だけであった。活動はボランティア（無償）
であるが，両日とも昼食の弁当のみ支給して頂いた。
札幌市立小学校・中学校の特別支援学級の参加生徒が
対象であった。

各活動において，マニュアルや資料は整備されてい
ない。急性期・回復期の臨床経験と障がい者スポーツ
指導員としての現地活動経験を基に活動した。
また札幌市教育委員会からのキャンペーン支援依頼が
あれば，協力していきたいと考えている。
札幌市特別支援学級体育大会（レインボーピック）は，
2021 年 2 月末からの COVID-19 ワクチン接種の進捗
状況により，集団活動再開可能性が出てくるかと思わ
れる。しかし，ウイルス伝搬リスクに対する予防対策
は引き続き講じる必要がある中，知的障害児を含む
800 ～ 1200 人の生徒が参加するイベントを実施する
かどうか，札幌市，ならびに札幌市教育委員会の判断
を待ちたい。
　医療職不在の大会は，リスクが高いと考えられ，も
し，大会開催の際には，引き続き医療職として，活動後，
出勤停止等の対応が必要になっても，大会をサポート
したいと思う。また 2019 年時は，救護処置対応記録
は簡単な手書きで実施し，きちんとした書式が整備さ
れていなかった。いわゆるカルテ同様に，もう少し細
かな記載を出来るように，次回は記録書式も提案，運
用していきたいと思う。

4) �学校保健および特別⽀援教育に関わる関係
者および組織，活動の対象

5) 課題と展望
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図 9　レインボーピック会場の円山総合運動場 図 10　各校のビブスを付けた参加生徒たち 

図 11    救護室
   （担架，ベッド，扇風機も用意）

図 12 一般的な外傷用キット

図 13 　メディカルキット
テーピングバックのほかに，血圧計，体温計

聴診器やパルスオキシメーター，
氷もクーラーバックに入れて所属の病院から持参



札幌市立特別支援学校のうち肢体不自由児を対象と
する豊成養護学校，北翔養護学校の 2 校には，理学
療法士・作業療法士が技術職員として勤務している。
豊成養護学校においては，理学療法士・作業療法士が，
保護者・教員・看護師・介護員等と連携し，共通理解
を図りながら，児童生徒が快適かつ安心して学校生活
を送るため，児童生徒の実態に合わせた目標やプロ
グラムを作成し，個別のリハビリテーションを行って
いる。個別のリハビリテーションの他には，学校生活
や家庭生活をはじめとした日常生活全般において必要
な，補装具やポジショニングなどの支援を行っている。

特別支援教育における理学療法士による介入支援

－札幌市立特別支援学校の一事例―

1) 活動の目的

2) 活動の発端
3) 特別⽀援教育への介⼊の経緯

今野邦彦 1)

1) 藤女子大学

ー 54 ー

札幌市立養護学校における医療職による関わりは，
豊成養護学校・北翔養護学校の前身であり 1972 年に
開設した札幌市立美香保小学校つぼみ学級にまで遡
る。つぼみ学級は肢体不自由児を対象とした特殊学級

（当時）だが，学則で「自力で移動できない肢体不自
由と肢体不自由以外の重度の障害が重複している重度
重複肢体不自由児を対象とする」ことが明記されてお
り，重度・重複障害児が通学していた。つぼみ学級は
札幌市の教育委員会と福祉部（当時）が協力して運営
していたもので，児童の教育は学校の教員が，医療的
訓練は市の技術職員（当初は保健婦，物療士）が担当
するという全国的にも例を見ない指導体制をとってい
た。
　つぼみ学級の母体となったのは，1960 年の北海道
における小児まひ（ポリオ）の大発生に伴い，子ども
たちに早期に適切な治療訓練を行うために 1962 年に
設置された，札幌市マザーズ・ホーム（のちの，みか
ほ整肢園）であった。わが国の戦後の肢体不自由教育
は，施設内学級という形で出発したが，つぼみ学級は

開設当時，みかほ整肢園内に設置されており，札幌市
教委の資料にも「美香保（肢体・施設）」との記述が
あるように，施設内学級という認識があったと考えら
れる。このことが，小学校の特殊学級に教員とともに
札幌市福祉部の訓練士を配属し，教育と医療が一体と
なって子どもたちにアプローチするという指導体制，
しかも訓練士が学校に出向するのではなく，市教委と
福祉部が対等に責任を持ち，人的にもほぼ同数の職員
が在籍し，指導を展開するという独自の体制を作り上
げたのである。（今野 2014，2018）

前述のとおり，つぼみ学級での医療的な関わりは札
幌市の技術職員（当初は保健婦，物療士）が担当して
いた。つぼみ学級では，教諭が行う教育的アプローチ
の時間を「学習」，訓練士が行う医療的アプローチの
時間を「訓練」と称していた。この「訓練」について
はつぼみ学級開設以来，訓練担当職員が配属されてき
た。1972 年の初年度は保健婦 3 名が配置され，その
後は，物療士も配置された。当時の技術職員らは，参
考になる資料や研修会も少なく，自ら様々な研修・研
鑽を重ねて重度・重複障害児へのアプローチの知識・
技術を身につけた。　
　1975 年には技術職員として作業療法士が，1982 年
には理学療法士が初めて配属となった。これにより，
この年の美香保小学校つぼみ学級の医療スタッフは，
理学療法士 1 名，作業療法士 1 名，保健婦 6 名，物
療士 1名となった。
　その後，技術職員の内訳は，保健婦・物療士から
理学療法士・作業療法士へと徐々に配置換えが進み，
1992 年の豊成養護学校開校の際には，小学部・中学部・
高等部を合わせた技術職員の内訳は，理学療法士3名，

北海道北海道



作業療法士 1 名，保健婦 2 名，物療士 1 名となった。
また，この他に理学療法士資格を持つ教諭が 3 名在
籍していた。1995 年以降の技術職員は，すべて理学
療法士・作業療法士で構成されている。
つぼみ学級から半世紀近い歴史の中では，教員免許を
持たない技術職員による児童生徒への直接指導の是非
が問われたり，技術職員の引き揚げと教員のみによる
指導が検討されたりしたこともあった。しかしその都
度，技術職員による指導の必要性・重要性が訴えられ，
指導が継続して今日に至っているのである。つまり，
この間，技術職員は「外部専門家」ではなく，あくま
でも特殊教育・特別支援教育の「内部専門家」の先駆
けとして指導に携わってきた。

4) 特別⽀援教育に関わる関係者および組織

5) 活動内容
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札幌市立特別支援学校への理学療法士の介入は士会
活動ではないため，北海道士会または札幌支部として
の組織図等は存在しない。特別支援学校に関わる理学
療法士および関係者同士のつながりの場としては，北
海道小児理学療法研究会（1990 年設立）をはじめと
した自主的な研究会・勉強会への参加がある。

価の作成，個別の教育支援計画の作成），整形医療相
談の実施，補装具等の製作とフォロー，長期休業中の
リハビリテーション，ICF 勉強会と各種カンファレン
ス，実習生の受け入れ

2) 教育活動のサポート
登下校指導，摂食（給食）指導，水分補給・排泄指導，

学習場面のサポート，日常生活場面のサポート，行事
のサポート，旅行的行事への同行

3) 校内の他職種との連携
ケース会議，家庭訪問，個別懇談，教育医療カンファ

レンス，歯科摂食相談，リハ見学週間，日常的な場面
の共有と情報交換，リハビリテーション部主催の校内
研修会，校内研究への参加

4) 外部との連携
引き継ぎ（リハ報告書の作成），支援会議への参加，

医療機関等への同行，他機関との情報交換，北翔養護
学校との合同部会の実施

5) その他
校内組織の中では教員と共に校務分掌業務に関わ

り，それぞれ教務部，研究部，支援部，特別委員会等
に所属して，教員と同様に校内業務に携わっている。
　なお，個別リハビリテーションは，豊成養護学校の
教育課程においては授業とは別の活動として位置づけ
られており，いわゆる授業時間としてはカウントされ
ていない。

（1）参加者（支援側）
現在の豊成養護学校リハビリテーション部は，理学

療法士２名，作業療法士３名で構成している。この他，
校内には非常勤看護師３名が常駐し，医療的ケアを必
要とする児童生徒のサポートにあたっている（図１）。
また，札幌市から委嘱された整形外科医師による診察

（整形医療相談）が年 16 回実施されており，その中
で児童生徒のリハビリテーションに関する指導・助言
や指示箋の発行，座位保持装置や補装具類の作製・調
整に関わる助言や意見書の発行が行われている。他に
歯科摂食相談も設定されており，児童生徒への総合的
な医療的サポートを行っている。　

（2）対象校，対象者
豊成養護学校の小学部児童 10 名，中学部生徒 5名，

計 15 名である。

（3）具体的な活動内容
〇リハビリテーション部の運営計画による活動内容
1) リハビリテーション

個別リハビリテーション（児童生徒一人当たり PT
週 1 回，OT 週 1 回，計週 2 回のリハビリテーション
の実施，リハビリテーション計画の作成，通知表の評

図１　関節可動域訓練



（4）雇用形態
技術職員の雇用形態は，札幌市の正規職員である。

豊成養護学校および北翔養護学校の理学療法士は札幌
市教育委員会に所属している。札幌市職員の理学療法
士はこの他に，市立札幌病院，発達医療センター，子
ども発達支援総合センター，ひまわり整肢園，身体障
害者更生相談所などに配置されており，部局間の異動
がある。
　豊成養護学校，北翔養護学校に勤務する理学療法士
は，正規職員，常勤，フルタイム勤務の「内部専門家」
として位置づけられる。
　また，豊成養護学校には，理学療法士の資格を所有
する教員が 2 名在職している。この 2 名はリハビリ
テーション部には所属せず，学級担任として勤務しな
がら，理学療法の知識・技術を児童生徒の教育活動に
活かしている。

（5）活動に使用しているマニュアルや資料
　『ICF 国際生活機能分類―国際障害分類改定版』を
はじめとする ICF に関する文献・資料を活動に使用
している。具体的には，理学療法士・作業療法士が作
成するリハビリテーション計画書は，ICF を使用した
表記に変更することで，多職種間で行うケース会議で，
情報交換や支援目標の共有を図ることができるように
なっている（図２）。

図 2　ICF 項目に基づくリハビリテーション計画書 
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（1）今後の課題
豊成養護学校リハビリテーション部の五十川ら

（2019）は，同校の教員に対してリハビリテーション
部との協働に関するアンケート調査を実施した。その

6) 課題と展望

結果，リハビリテーション部と教員との協働をさらに
進めるために必要なこととして，日常場面での情報交
換・相談等の充実を求める声が最も多かった。
　既述の通り，豊成養護学校の理学療法士・作業療法
士は，「内部専門家」として常勤フルタイムで活動し
ている。このため「外部専門家」としての関わりに比
べると，教員との情報交換の機会は格段に多い。しか
し「内部専門家」の活動形態として，教員が教室で授
業を行っている間，それに並行して理学療法士・作業
療法士がリハ室で個別リハビリテーションを実施して
いるという時間が多く，児童生徒を間に挟んで教員と
理学療法士・作業療法士がやりとりをするという場面
が少ないことから，日常生活場面での情報交換・相談
が不十分という結果になったと考えられる。
　この課題に対しては，教員と理学療法士・作業療法
士が，授業と個別リハビリテーションを相互に見学す
る機会を増やすことや，給食の時間を有効に使って児
童生徒のいる現場を共にする時間を増やすという取り
組みが進められている。
　また五十川らは，リハビリテーション部職員すなわ
ち理学療法士・作業療法士が，特別支援教育の目的や
支援方法，自立活動への理解を深めることで，より教
育現場に適した支援ができることを指摘している。そ
して，教員と理学療法士・作業療法士で実施している
ケース会議においては，「理学療法士・作業療法士の
使用する用語がわかりにくい」「同じ用語でも教員が
使用する場合と意味のずれがある」という声に対し，
協働を進めるためには，そのような場面でも丁寧でわ
かりやすい表現を心がけることが大切であると述べて
いる。
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　言葉については今野（2012）も同様の指摘をして
おり，「担任教師が，専門家からの指摘事項の意味の
理解に時間を要する」「専門用語を使われ，意味がわ
からない」といった教員の声から，専門家が相手にとっ
てわかりやすい言い方や用語に配慮することの重要性
を述べている。
　また今野（2009）は，特別支援教育に関わる医療
専門職は，高い専門性・知識・技術を持ちつつ，児童
生徒・保護者・養育者・同僚・他職種との良好な関係
性を構築することが望まれることを指摘している。専
門家は教育の現場や職場に溶け込んでこそ，本来の専
門性を発揮できるのである。
　理学療法士が「内部専門家」として，教員や保護者
と対等な立場で児童生徒をサポートするためには，今
後も専門性と関係性を重視した関わりが重要になるで
あろう。

（2）コロナ禍の影響を踏まえた今後の活動見通し
豊成養護学校はもともと重度・重複障害児を対象と

した特別支援学校であり，医療的ケアを要する児童生
徒も多いことから，感染症対策には万全の注意を払っ
てきた。
　今般のコロナ禍を受けて，豊成養護学校全体として
は，コロナ対策の校内ガイドラインを作成し，3 つの

「密」を避けること，校舎内の清掃・消毒をすること，
換気をすることなどに特に注意を払い，教育活動を
行っている。
　さらにリハビリテーション部では，校内ガイドライ
ンに則り，下記の通り対応を進めている。
・�リハビリテーション室で同時にリハビリテーション
を実施する人数を限定するようにした。

・�担当する児童生徒を分け，リハビリテーション部各
職員が日常対応する児童生徒の人数を限定するよう
にした。

・�リハビリテーション部職員が関わった児童生徒を把
握するため，行動履歴を記録している。

・�リハビリテーション室内の，十分な換気・加湿に留
意している。

・�リハビリテーション室内の清掃・消毒を毎日あるい
は使用するたびに必ず行っている。

・�現在も，校内ガイドラインの中で工夫しながら情報
共有等を行っているが，以上の状況に鑑み，コロナ
禍においては，リハビリテーション部の職員間の情
報共有やサポートを保障することも今後の課題とな
るであろう。

・�五十川純矢・小川正俊・渡邊彩夏・中井聖絵・石井
紗祐果：札幌市立豊成養護学校の教員に対するリ
ハビリテーション部の活動に関するアンケート調
査 . 北海道理学療法 36：20-25，2019.

・�今野邦彦：北海道の肢体不自由教育における自立活
動教諭導入の成果と課題に関する調査研究 . 北海道
リハビリテーション学会雑誌 37：43-47.2012.

・�今野邦彦：肢体不自由教育における発達援助者の専
門性と関係性－札幌市立美香保小学校つぼみ学級
（1972 ～ 1983）における実践を通して－ . 教育学の
研究と実践 4：75-84.2014.

・�今野邦彦：札幌市における肢体不自由教育の発展－
つぼみ学級の誕生－ . 藤女子大学 QOL 研究所紀要
13(1)：87-96.2018.

・�札幌市立豊成養護学校：豊成の教育－令和 2 年度学
校要覧－ .2020.

・�札幌市立豊成養護学校：ホームページ（https://
www.hosei-e.sapporo-c.ed.jp/　2021 年 2 月 10 日
閲覧）

・�札幌市立豊成養護学校リハビリテーション部：運営
計画 .2020.

参考資料



筆者の住んでいる岩手県釜石市には釜石リハ士会※

１という組織がある。筆者は副会長として地域包括ケ
アに関わる様々な活動を行っている。また，岩手県理
学療法士会で行っている高校野球へのメディカルサ
ポート事業や地元の中学校でトレーナー活動を行う中
で，地域包括ケアを考えていくうえで，子ども達との
関わりは非常に重要である。これからの社会を支えて
いく重要な役割を担うのが子ども達であり，教育とい
う場面を通して理学療法士（以下，PT）が関わるこ
とで，子ども達が自分の身体のことを意識し，何をす
ることが身体にとって良いことなのか，ひとつでも多
くの事を考えられるように育成することは，自身や
家族の身体を考えるきっかけになり，それを意識する
ことが結果として健康寿命をのばし，介護予防にも繋
がっていくと考えている。特別支援学校（以下，支援
学校）との関わりも基本的には同じ考えである。PT
として関わった支援学校の子ども達の心身に向上がみ
られ，そのことにより未来がより良いものになっても
らえるのであれば，こんなに嬉しいことはない。そし
て，支援学校で子ども達と深く関わっているのは言う
までもなく教員であり，専門職である。特別支援教育

（以下，支援教育）の専門家である教員の方々と PT
が共に子ども達の未来を考えていくこの活動は，非常
に有意義な活動だと考えている。本活動を通して，実
際に支援学校の教員の方々に PT が関わることの有用
性を感じてもらうことは，PT だけに限らず，作業療
法士・言語聴覚士（以下，OT・ST）も含めた，リハ
ビリテーション専門職の職域拡大にとって，必要なこ
とである。

岩手県立釜石祥雲支援学校への
支援活動報告

1) 活動の目的 2) 活動の発端

3) 特別⽀援教育への介⼊の経緯

　千葉　悟 1)

1) 医療法人仁医会（財団）釜石のぞみ病院
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平成 29 年 1 月に当院での外来リハビリテーション
に通っていた患児が通学する祥雲支援学校の担任教員
等が来院し，情報交換を行っている場で外部講師とし
て祥雲支援学校へ定期的に来校可能か提案を受ける。
その後，どのような関り方が良いのか祥雲支援学校
の教員と話し合いを行ったが，基本的には当院に通っ
ている患児の担当 PT に来てほしいということであっ
た。しかし，活動の目的で紹介した地域貢献を基本と
する釜石リハ士会としての関わりが可能かどうか，意
見交換の場を設定することになった。これは個人で受
けるのではなく，組織として支援活動に関わることが，
継続する活動になると考えたからである。
　平成 29 年 2 月には，釜石リハ士会として，副会長
の筆者と事務局長（OT）の 2 名で祥雲支援学校を訪
問し意見交換を行った。当時，行政から依頼された介
護予防教室等へのセラピストの派遣依頼に対して，当
日参加できるセラピストを日替わりで調整しており，
祥雲支援学校への派遣も，そういった活動の延長とし

釜石のぞみ病院での外来リハビリテーションに通
いながら，岩手県立釜石祥雲支援学校（以下，祥雲支
援学校）に通学している患児がおり，不定期ではあっ
たが祥雲支援学校の担任教員等と当院を会場に情報
交換の場を設け，医療的な目線でのアドバイスを行っ
ていた。平成 29 年 1 月に行った情報交換の場で，担
任教員から「非常勤外部講師（以下，外部講師）とし
て祥雲支援学校に定期的に来校することは可能です
か」という提案を頂いたことが本活動の発端である。

※１  釜石リハビリテーション療法士会（略称：釜石リハ士会）東日本大震災後の支援活動を通して，行政や多職種団体と連携していくために，リハビリテーションの専門職であ
る PT，OT，STの共通した窓口として組織したもので，地域貢献を基本とし，平成 27 年７月から行政や他団体と連携しながら地域包括ケアに関わる活動をしている。

岩手県岩手県



表１　支援活動開始初年度に支援学校側が教員に行ったアンケート結果 
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同士も顔の見える関係が重要であると筆者が考えた為
である。これは行政や他団体と，地域包括ケアなどの
介護予防事業等を軸にした関係の中で強く感じ，重要
だと考えていたからである。当時，副学校長で現在の
学校長にもご理解して頂き，ご尽力頂いた事も非常に
大きかったと考えている。活動開始前に学校長と病院
長が，短い時間ではあるが懇談したことで，祥雲支援
学校での支援活動について共通認識できた事が，現在
の良好な関係に結び付いていると筆者は感じている。
なお，現在では活動時間が 50 時間に増えたことも，
活動の成果ではないかと筆者は考えている。
　次に，現在のコロナ禍においての活動について紹介
する。支援活動期間内に数名の児童が体調不良で学校
を欠席したケースや，釜石市内でコロナ感染者の確認
が発表された際に，心配した保護者が 2週間程度休ま
せた事で，予定していたその児童への介入が出来なっ
た事はあったが，感染予防対策を徹底することで，活
動全体を通して日程に変更は無く，昨年同様の活動を
行う事が出来たと思っている。これは釜石市がコロナ
感染流行地域では無く，感染者及び接触者の囲い込み
が出来ていた事が大きかったと推察される。

て考えていた。しかし，岩手県教育委員会（以下，県
教委）から雇用される形になる外部講師は年間契約と
なるため，その都度，外部講師が入れ代わるのは現実
的ではないということであった。話し合いの結果，釜
石リハ士会として引き受ける事を断念し，釜石のぞみ
病院が祥雲支援学校から派遣依頼を受け，セラピスト
を派遣する形を模索することになった。この時，祥雲
支援学校から提示された派遣依頼の内容は，年間で
40 時間，PT2 名，OT1 名を派遣依頼があった。
それを受け当院の病院長と事務局長に相談した結果，
当院に通院する患者（患児）へのサービスと同地域に
ある祥雲支援学校への職員派遣は病院としての地域貢
献に繋がる為，外部講師として支援活動に参加するこ
とを承認してもらった。
　その後，同年 4月に祥雲支援学校の校長，副校長に
来院して頂き，病院長，事務局長と筆者で懇談を行い，
支援活動の趣旨を改めて説明した。そして後日，正式
に文章でのやり取りを行った。事前に筆者から病院長
と事務局長に説明し了承を得ていたので，病院長と校
長が顔を合わせる必要は無く，文章でのやり取りだけ
でも問題はなかった。しかし，この活動を継続させて
いくためには現場レベルだけではなく，組織のトップ

平成２９年度理学療法士・作業療法士（嘱託非常勤講師）との連携アンケート（集計）釜石祥雲支援学校・支援部

１　ねらいについて
ねらい：本校児童生徒の基礎的動作や運動機能の維持及び向上に結びつく支援のあり方について，理学療法士及び作業療法士から学ぶ。
・姿勢保持の仕方についてアドバイスをいただけて良かったです。運動（体を動かす）の方法・内容について広がりができました。
・立つ練習の仕方や体幹のつけ方など，実際に児童の動きを見てもらってアドバイスをいただけて良かったです。
・�専門の方にチェックしていただき，アドバイスをいただけて心強く助かりました。いつもの介助に「このやり方で良いですよ」と言って
もらえて安心しました。介助方法を確認してもらう機会になり嬉しいです。

・アドバイスをうけて食事にとろみをつけることをスタートしました。とても有効です。
・生徒の体に負担がかかっていた介助方法を改善することができました。自信をもって介助・授業ができるようになりました。
・専門的なアドバイスをいただくことで，指導の方向性が見え，自信をもって指導にあたれるようになったので良かったです。
・授業中に気をつけたほうが良い点，気にすることはない点がわかり，１ｈの授業の組み立て方（時間配分）の参考になりました。

2　相談の進め方について
・参観と相談が同時進行で分かりやすかったです。
・実際にPTOTさんに介助の仕方など手本を見せていただき確認ができたので良かったです。
・�重複学級の生徒は，その場でアドバイスをいただき質問する形がとても良かったです。関わる先生方が一緒にアドバイスを
聞くことができ，支援を共通理解することにもつながりました。

・�病肢通常で学ぶ生徒は，授業中のアドバイスに加え，場を改めての情報交換が有効でした。生徒がアドバイスを理解できる
ので，授業中のアドバイスや称賛は本人の励みにもなったと思います。また授業後の情報交換で，課題となることや今後の
方向性などお話しできたことがとても良かったです。

3　その他
・運動や体の機能に困難を抱える児童生徒はどんどん連携させていただけると良いと思います。専門家の見方や言葉があるの
は非常に心強いです。
・プロ！目のつけ方が違う。疑問点の解消につながりすっきりしました。
・とても勉強になりました。ありがとうございました。今後もぜひ継続してほしいです。
・�実施日の他にも，メールで介助道具・方法の紹介をしていただきました。疑問や不安を尋ねやすい雰囲気で，たくさん教え
ていただき勉強になりました。ありがとうございました。



現在行っている支援活動は，祥雲支援学校から派遣
依頼を受けた筆者の所属する釜石のぞみ病院が，それ
を受けて PT と OT を派遣する形である。実際の支援
活動に関しては病院自体が直接関わっていることは無
く，支援活動そのものは個人の契約である。しかし，
PT，OT の派遣を地域貢献の一環と受け止め，活動に
理解を示した釜石のぞみ病院という組織のバックアッ
プが担保されているからこその支援活動であり，業務
として派遣してくれている事に感謝している。そして，
祥雲支援学校とは 4 年間の支援活動を通して良好な
関係が築けていると感じている。現在の支援活動を始
めるに当たって当時副学校長としてご尽力頂いた，現
在の祥雲支援学校長から，筆者たちの仕事は「命にか
かわることもあります」そういった不安を抱いている
教員にとって，専門家のアドバイスは非常に助かると
いう旨の言葉を頂いた。非常にありがたい事である。
そうした学校長のご理解のもとコーディネーターの教
員，担任教員の方々，そして事務職の方々までもが特
別支援教育の現場に PT，OT が関わることを好意的
に受け止めてくれている。（表１）また，参観に来た
数名の保護者からも同様に感謝の言葉を頂いている。
外部講師という形を通し，支援教育の現場で PT，OT
の有用性を実感してもらう事は，今後も特別支援教育
に関わっていくうえで非常に意義のある事だと考え
る。
　次に，特別支援学校に通学する児童生徒は，医療機
関や身体障害者施設等と普段から関りがある事は珍し
くない。むしろ，それが一般的である。外部講師とし
て支援活動を行う以上，支援活動の対象となる児童生

4) 特別⽀援教育に関わる関係者および組織図

図 1 釜石祥雲支援学校での支援活動の相関図
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徒が関わる医療機関や身体障害者施設等と情報を共有
すること（図１）は重要であり，支援活動を行う上で
必須と考えている。 
　例えば，対象児童生徒が定期的に医療機関に通院し，
リハビリテーションとして理学療法を受けている場
合，担当の PTが，どういった目標を立てているのか，
本人および保護者にどういった説明をしているのか等
を，支援学校の現場で関わる外部講師の PT も理解し
ておかなければ，アドバイス等の中身に整合性の取れ
ないケースが出てくる事が考えられる。それによって
特別支援学校や児童生徒の通院する医療機関などに迷
惑をかけてしまっては元も子もない。対象児童生徒の
情報共有に関しては保護者の同意が前提であり，言う
までもないが慎重に行わなければならない。
　また，担任教員が対象児童生徒の教育目標に挙げた
ものや普段から疑問に思っている事などに対し，アド
バイスした内容や学校での様子などを外部講師の PT
として，対象児童生徒が通院またはサービス利用をし
ている医療機関や身体障害者施設等の PT に伝える事
で，より専門的な意見交換が可能であり結果として，
対象児童生徒の心身向上につながると考える。
そして，普段からの地域の PT や OT，ST との良好な
関係が，支援学校と医療機関，つまり，支援教育と医
療（リハビリテーション医療）を円滑に結びつける役
割を担っていると感じる。実際に 4 年間の活動を通
して，当初は筆者や一緒に活動している OT が祥雲支
援学校と医療機関，身体障害者施設の間に入って情報
交換を行うことが多かったが，現在では祥雲支援学校
と地域の PT や OT が直接情報交換を行う頻度が増え
た様に感じている。



5) 活動内容
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1. 参加者（支援側）
釜石のぞみ病院所属の，PT 1 名（筆者），OT 2 名。

支援活動の際は PT，OT が共に動くことを基本にし
ている。

2. 対象校，対象者
対象校：�岩手県立釜石祥雲支援学校。本校舎に小学部

と中学部があり，高等部は岩手県立釜石高等
学校に併設されている。

対象者：�岩手県立釜石祥雲支援学校の小学部，中学部，
高等部に在籍する児童生徒で，教員，保護者
から支援介入の希望があった児童生徒。今年
度は，小学部 11 名，中学部 4 名，高等部 5
名の合計 20 名であった。

3. 具体的な活動内容
年間を通しての進め方と活動の実際を紹介したいと

思う。まず，活動全体の進め方としては，年度の始め
に祥雲支援学校側が保護者への案内文書を配布。外部
講師として PT，OT が祥雲支援学校へ来校し児童生
徒と関わることを周知したうえで，コーディネーター
の教員が，担任教員や保護者に介入の希望を調査する。
ここまでは，祥雲支援学校側が行う事になるが，事前

に介入希望の調査を行なうときに，筆者からの意向と
して写真撮影および使用許可。学会誌への投稿，学会
等での発表の承諾を頂いている。希望調査後にコー
ディネーターの教員，窓口になる教員と顔合わせを行
う。その中で関わる予定の児童生徒の診断名や普段の
様子等を祥雲支援学校側が用意した資料をもとに話し
合いを行い，禁忌事項など事前に確認しておきたいこ
とを伝える。その後，児童生徒個々に対しての関わり
方などを勘案し，祥雲支援学校側が年間スケジュール
を決定させ，その年度の支援活動を開始させる。支援
活動を行う際は，来校予定日のおおよそ 1 週間前に
祥雲支援学校側から PT・OT 連携記録用紙（図 2）の
項目１と項目 2 の欄を記載したものがメールで届く。
事前に情報が届くことで当日支援活動を行う際に必要
だと思われる事が把握しやすく，共に来校予定の OT
と事前に意見交換も可能な為，参考資料や補助具等の
準備が可能であり，スムーズな介入の一助となってい
る。そして，活動中に行ったアドバイスやその場で解
決出来なかった事への返答等を連携記録用紙の項目 3
に記載，又は別用紙を作成し来校してから１週間を目
安に窓口担当の教員へメールで送ることにしている。
活動当初は，担任教員等に質問されたことに対しての
返答や，支援活動中に感じたことなどをこちら側で作
成した記録用紙に記入し使用していたが，活動を通し

図 2  担任教員と PT，OTが記入した連携記録用紙



ていく中で，担任教員の質問に答えるだけでなく，担
任教員や保護者の考える児童生徒の目標や疑問点を理
解し共有することが重要であると考え，記録用紙のあ
り方について提言させたいただいた経緯がある。現在
はコーディネーターの教員を中心に祥雲支援学校側が
児童生徒に継続した支援教育を行っていくうえで使用
しやすい記録用紙になったと考えている。支援活動の
基本は教員や保護者の方々が，普段抱いている疑問に
対して丁寧に分かりやすく答え，解決する為の提案を
していく事であり，児童生徒，教員，保護者としっか
り歩調を合わせていかなければならない。PT として
の専門的な押し売りにならないよう気を付けている。
もちろん気が付いた事を指摘することはあるが，必要
以上な指摘や意見が教員，保護者にとって負担になる
ようでは，良い関係性を築いていけないと考えている。
教員や保護者のニードに合わせ，それに対して丁寧に
答えることが重要だと考えている。PT としての知識
や技術を支援教育の現場で，いかにして生かしてもら
えるかが大事だと考えている。
　次に，1 日の活動について紹介する。祥雲支援学校
での1日の活動時間は11:00～13:00の2時間である。
来校してから，コーディネーターの教員と対象児童
生徒についてのミーティングを行った後，対象児童生
徒の教室に行き，授業の様子を観察しながらコーディ
ネーターの教員や担任教員の質問に答えていく。必要
であれば実際に簡単な評価や体操，ストレッチなど対
象児童の体に触ってアドバイスをすることもある。ま
た，食事に関しての質問も多く，共に来校した OT が
積極的に答えてくれている。祥雲支援学校での支援活
動（図 3）は PT と OT が共に動くため，専門外の質
問をされた際に互いに補完できるメリットがあり，必
要であればその場での意見交換も可能なため，質問に
対しての答えの幅が広がりその場で解決出来ることが
多くなると考えている。それは，直ぐに教員が現場で
行かせることに繋がるため非常に大事な事であると考
える。支援活動を行う際に重要な事は，事前に主治医
からの禁忌事項や現在の治療方針などを確認している
ことが前提であり，確認が取れていないときは一般論
としての話をし，教員と保護者で納得していただいた
事を前提に，アドバイスを行っている。上記でも述べ
ているが，支援学校での活動では，対象になる児童生
徒が関わっている医療機関や障害者施設との情報共有
が非常に重要である。
　なお，祥雲支援学校での支援活動での活動時間が
11:00 ～ 13:00 なのには理由がある。支援活動当初の

６)活動資金
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活動時間は 10:00 ～ 12:00 であり，給食時間と重なら
ない時間であった。しかし，実際に支援活動を行って
みると，食事に関する介助方法や姿勢についての質問
が多く，そういった教員の食事に関する疑問に答える
ためには，実際の食事場面を見なければ難しいという
ことで，現在の時間になった経緯がある。

筆者が現在行っている祥雲支援学校への外部講師と
しての支援活動は，外部専門家として，地方公務員法
第 22 条の 2 第 1 項第 1 号 2)　による会計年度任用職
員（非常勤講師）として県教育に雇用され，祥雲支援
学校へ勤務している形になるが，主たる経済的な収入
の場は釜石のぞみ病院である。筆者の場合は本来の職
場であり所属している病院の「地域貢献であり業務の
一環」という認識のもと支援活動を行っている。つま
り，所属している病院から祥雲支援学校に派遣される
形で支援活動を行っているが，要は所属している病院
が県教委との個人雇用契約を認めてくれている形であ
り，外部講師として雇用されているのはあくまで個人
である。支援活動に伴う報酬に関しては直接支援活動
を行っている個人に入ることになっている。
　余談になるが岩手県内で特別支援学校への支援活動
を行っているセラピストは複数いる。平成 31 年 3 月
に県教委がホームページ上で公開した「いわて特別支
援教育推進プラン（2019 ～ 2023）」によると平成 30
年度の外部人材の活用として，県内８校の特別支援
学校に PT，OT，ST を 20 名配置１）しているとある。
筆者が祥雲支援学校を通して県教委に問い合わせをし
て頂いた情報と，個人的に得た情報を合わせると雇用
形態は複数あるようであった。セラピストが所属して
いる施設に対して報酬が入り，実際に活動している個
人に報酬は入らないが，業務の一環として有休等を使
用せずに支援活動を行っているケース。有給休暇等を
使用しセラピストが個人として支援活動を行い，個人
に報酬が入るケース，このケースの場合，そのセラピ
ストが施設に対して活動自体を伝えているかどうかは
不明である。そして筆者のように，有休等を使用する
事無く，報酬は個人に入るケース等，外部講師として
の支援活動に関する対応の仕方や報酬は，セラピスト
の所属する職場により違いがあるようである。しかし，
県教委からの依頼による外部講師としての支援活動は
ボランティアでは無く，報酬が発生する事はいうまで
もない。
　参考までに，筆者らが外部講師として県教委に雇用
されるまでに行っている事務的な流れを紹介する。
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8) 課題と展望

図 3　活動風景  

筆者が本活動そのものを開始するにあたってマニュ
アルと言えるようなものは使用していない。これは，
筆者が地域包括ケア関連の活動を行政や他団体と共に
行っていく中で，新しい事業活動を行っていく際に，
相手の立場や専門性を理解し歩調を合わせて連携して
いくという意識が重要であることを，経験上重要視し
ていた為で，マニュアルやシステム的なものは「釜石

7) 活動に使用しているマニュアルや資料
4 年間の支援活動を通し，祥雲支援学校とは良好な

関係を築いてきた。しかし，活動途中で問題が無かっ
たわけではない。支援活動の途中で共に活動を行って
いた OT が体調不良により支援活動から離脱した年度
があった。この年度の支援活動に参加していたのは筆
者とその OT の 2 名であったが，釜石のぞみ病院とし
て派遣依頼を受けていた事で当院所属の OT を追加で
派遣できた経緯がある。もし，これが単純に個人だけ
で行っていた活動であれば，直ぐに代役が見つかるか

A. 新しい車椅子のフィッティングについて担任教員に説明 　B. 担任教員へトレーニング時の介助方法を説明
C. 筆者が対象児童を評価    D. 担任教員へ評価方法を説明　　E.OT による食事の介助方法を説明

A B C

D E

① 祥雲支援学校から派遣依頼文章が病院長と PT，OT
個人へ送付。

② 病院長の派遣許可を受けた後，祥雲支援学校にその
旨を連絡。

③ 祥雲支援学校から健康診断書と履歴書の提出依頼文
書が。派遣予定の外部講師である PT，OTへ送付。

④ 所属する病院で健康診断を行い健康診断書作成。祥
雲支援学校へ履歴書とともに郵送。なお，健康診断
書作成と経費の請求は事務方で行っている。

⑤交通費支給にかかる書類の提出。
⑥ 活動初日に学校長から辞令交付があり，その年度の
支援活動がスタート。（1年ごとの契約）

⑦支援活動の際は，出勤簿への捺印を必要とする。

祥雲支援学校モデル」として，教員の方々と共に作っ
ていこうという思いがあったからである。
　しかし，本活動を行う際に定期的に確認し参考にし
ている資料はある。それは，各自治体や教育委員会な
どがホームページ等で公開している教育に関する事業
計画や方向性を記した資料である。支援教育の現場に
関わる以上，自分の関わる地域の支援学校や教育委員
会がどういった理念に基づき支援教育を進めていくの
かを知ることは，支援活動を始める際だけではなく，
活動中も非常に参考になるので是非確認して欲しいと
思う。
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は不透明であると考える。この事例は，本活動を行う
にあたって，組織として関わることの必要性を示した
と筆者は考えている。また，祥雲支援学校の学校長が
移動した先で，外部講師として活動していた PT が，
活動出来なくなり教員の方々が困惑したケースについ
て教えて頂いた。これらの事例から，本活動を行うに
あっては，安定し継続した活動が出来るように，個人
だけではなく何らかの組織が担保される必要があると
考える。そして，支援学校と関われるスキルを持った
人材の育成も必要だと考える。漠然としているが，筆
者としては日本理学療法士協会の何らかのバックアッ
プを期待している。
　最後に，現在のコロナ禍の中で今後も継続した活動
が可能かは不透明である。しかし，祥雲支援学校と互
いの専門性を理解し，歩調を合わせ行ってきた筆者ら
の活動は「釜石祥雲支援学校モデル」として形になり
つつあると感じている。筆者が本稿を執筆中に祥雲支
援学校の教員から一枚のDVDが届けられた。それは，
関わっていた生徒が，1 人で食事を出来るようになっ
た事の報告であった。（図 4）
　小さな活動ではあるが，支援教育の現場で PT，OT
が，専門性を発揮し，教員の方々に外部専門家として
の有用性を感じて貰い，必要として貰うことが，支援
教育への職域拡大に繋がる一歩であり，結果として，
支援学校に通う子ども達の為に成ると考えている。

1)  総務省ホームページ　会計年度任用職員制度
2020https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_
gyousei/koumuin_seido/kaikeinendo_ninyou.
html

2)  岩手県ホームページいわて特別支援教育推進
プラン（2019 〜 2023）https://www.pref.
iwate.jp/kyouikubunka/kyouiku/gakkou/
tokubetsu/1006404.html
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が浮き彫りになってきていた。
　そこで地域の教育・福祉・医療との間の情報共有や
連携を促し，療育体制の整備を図るため，従来から行っ
ていた特別支援学校への訪問支援の場を活用し，同
学校を中心に地域内の療育関係者の連携基盤の整備を
行うため，平成 26 年度に宮城県北部保健福祉事務所
健康づくり支援班が行った “ リハビリテーションの視
点 ” 推進事業 1，2）を参考に，当センターの福祉職員
とともに「リハビリの視点を活かす教育・福祉・医療
スタッフのためのスキルアップ研修会」を企画・開催
した。

新潟県はまぐみ小児療育センターは，新潟県の出先
機関として障害者地域生活支援センターの機能を有
し，かつ障害児等療育支援事業を実施している。当セ
ンターを利用している児童・生徒の学校への介入支援
は障害児等療育支援事業として行っている。
障害児等療育支援事業の目的は，在宅の重症心身障害
児（者），知的障害児（者）及び身体障害児（以下「障
害児等」という。）の地域における生活を支えるため，
家庭での適切な療育に関する指導や専門的な療育相
談，障害児等の通う保育所等の職員の療育技術の指導
等を行うことである。事業の内容は家庭や地域の保育
機関，学校，障害福祉サービス事業所等への訪問や，
外来でのリハビリテーション見学時の療育支援，整形
外科医と理学療法士による佐渡島への巡回相談の他，
療育に関する講演などを行っている。
　本事業において，理学療法士は障害のある児童・生
徒やそのご家族への直接的な療育支援と療育関係者へ
の療育技術向上のための支援を目的に活動している。

新潟県はまぐみ小児療育センターにおける

県内特別支援教育への介入支援について

新潟県新潟県

1) 活動の目的

2) 活動の発端
従来から，地域の特別支援学級や特別支援学校への

訪問支援は継続的に行われていたが，訪問支援の課題
として，①訪問が単発で終わり，その後のフォローアッ
プが行いにくいこと。②理学療法士による訪問が，相
談内容によっては身体機能面に偏重し，学校での活動
や参加の状況を把握しにくい傾向があること。③教職
員の異動の度に同じ内容の相談が繰り返されていたこ
とが挙げられていた。また児童・生徒を取り巻く環境
として，④放課後等デイサービスなどの障害福祉サー
ビスを利用する頻度が増加している反面，教育・福祉・
医療間の情報共有や連携を図る場が少ないという課題

石井　康朗 1)

1) 新潟県はまぐみ小児療育センター
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3) 特別⽀援教育への介⼊の経緯
【平成 28 年以前】
① 個別事例に対する施設への訪問支援
② 整形外科巡回相談
③ 療育に関する講師活動
④ 外来でのリハビリテーション見学の受け入れ
　【平成 28 年以降】
従来の①~④に加えて，⑤を実施している。
① 個別事例に対する施設への訪問支援
② 整形外科巡回相談
③ 療育に関する講師活動
④ 外来でのリハビリテーション見学の受け入れ
⑤　 「リハビリの視点を活かす教育・福祉・医療スタッ

フのためのスキルアップ研修会（以下，研修会）」
を実施。

　講義・事例検討・実践報告を一つのパッケージとし
て提供する取り組みを始めた。地域や会場の状況に応
じて内容や派遣職員を柔軟に組み合わせて実施をして
いる。



通常の学校や障害福祉サービス事業所（以下，事業
所）への訪問支援の関係は，図 1 の通りである。特
別支援学校等と障害福祉サービス事業所の各施設と当
センターの一対一のやり取りが中心で，三者間で連携
して取り組む機会がない現状である。

４)特別⽀援に関わる関係者および組織図
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年度 圏域 対象校 対象者 参加者 参加者の職種

平成 28 年

下越

A特別支援学校
重症心身障害児

3名
30 名

教職員
児童指導員
相談支援員平成 29 年

A特別支援学校
肢体不自由児

2名
23 名

放課後等
デイサービス

重症心身障害児
2名

8名

平成 30 年 B特別支援学校
重症心身障害児

4名
11 名

教職員
相談支援専門員

理学療法士
言語聴覚士

令和元年 新潟 C特別支援学校
重症心身障害児

3名
6名

教職員
看護師

相談支援専門員

（3）具体的な活動内容
　「リハビリの視点を活かす教育・福祉・医療スタッ
フのためのスキルアップ研修会」での活動内容につい
て述べる。
① 講義
教職員と事業所職員に対して，個別支援教育計画作

成にあたり，生活機能に着目した活動や参加を検討で
きるよう，理学療法の視点と学校の視点のすり合わせ
（図 3）と，ICF の概念とライフステージを意識した
支援について講義を行った。

②事例検討
事務局を通じて相談したい児童・生徒を募り，相談

内容については「事前提出シート」を用いて，現在行っ
ている活動・これから取り組みたい活動，活動に対し
ての姿勢・運動面での課題，理学療法士に確認したい
ことを把握した。事前に把握した相談内容に基づき，
学校の授業と事業所における活動場面の事例について
検討した。以下に平成 30 年度に行った事例検討の例
を示す。
　＜例＞
【教職員からの相談内容】
事前提出シート（図 4）から，教職員は制作活動を車

　【令和 2年度】
　COVID-19 の感染拡大に伴い，一施設に多数の参加
者が集まる必要のある整形外科巡回相談や，外来での
リハビリテーション見学，研修会については，中止と
なったが，感染対策の徹底を図り最少人数で行う個別
事例に対する施設への訪問支援と，オンラインで療育
に関する講師活動（オンライン）については継続して
行えた。

　今回，企画した研修会は当センターの福祉職員及び
特別支援学校の特別支援教育コーディネーター，障害
福祉圏域の障害者地域生活支援センターアドバイザー
の 3 名が事務局となり企画を検討し運営を行う，一
方事務局が関係施設・職員との連絡調整と相談内容の
整理を行う仕組みを執った（図 2）。

図 1　通常の学校等への訪問支援の関係

図２　　研修会の施設間の関係図

5）活動内容
（1）参加者（支援側）

当センター医師，理学療法士，作業療法士，言語聴
覚士，福祉職員が相談内容に応じて参加している。

（2）対象校，対象者
平成 28 年度以降の「リハビリの視点を活かす教育・

福祉・医療スタッフのためのスキルアップ研修会」の
対象校，対象者等を表１に示す。

表１　スキルアップ研修会対象者

図 3　講義資料からの抜粋

はまぐみ小児療育センター
福祉職員

障害福祉圏域
障害者地域生活支援センター

アドバイザー

特別支援学校
特別支援教育
コーディネーター

障害福祉サービス事業所 地域の学校

はまぐみ
小児療育センター

特別支援学校等

障害福祉
サービス事業所




